
当所相談事業が充実! 法律相談を偶数月第1金曜に定例開催! 
 

㍻25年度(最終回)法律相談会のご案内 
 

 亀山商工会議所では、弁護士による中小企業の経営法務に関する相談会を定例開催致します。 

 秘密は厳守、会員は相談無料（但し、原則１人３０分程度迄）ですので、お気軽にご相談下さい。 
 
 

 日 時 ２月７日(金)午後１時３０分～４時（１人約３０分程度まで:先着５名迄） 

 場 所 亀山商工会館（亀山市東御幸町３９‐８） 

 相談例 

 ◦取引先とのトラブル：様々な契約上の問題や、売掛金・手形・貸金等､債権の回収など） 

 ◦事業承継（会社内の後継者問題や、親族間等の遺産相続・財産分与・贈与など） 

 ◦人に関する問題（労･使間のトラブルや、従業員の抱える法律上の問題への対応など） 

 ◦不動産（土地・建物の賃貸・売買契約）、交通事故、離婚、債務整理（クレジット・ 

 サラ金等）など、様々な法律上のトラブルについて 

 相談員 楠井法律事務所 所属 弁護士 
 

※なお､申込は先着順とし､定員になり次第､締め切らせて頂きます｡つきましては､ご相談

ご希望の方は下記に必要事項をご記入のうえ､当所（☎（０５９５）８２－１３３１、 

FAX８２－８９８７）までお早目にお申し込み下さい。 
 
                                          

 
亀 山 商 工 会 議 所 行 
(ＦＡＸ ８２-８９８７)   ２/７（金）法律相談会 申込書 

平成 26年 月 日 

住  所 

 
 
 
 

希 

望 

時 

間 

 

 1．１時３０分～２時  いずれかの番号に 

 2．２時～２時３０分  ○印をして下さい。 

 3．２時３０分～３時  申込先着順につき 

 4．３時～３時３０分  希望に沿いかねる 

 5．３時３０分～４時  場合があります。 

事業所名 

 
 
 
 

氏  名 

 
 
 
 

相談概要(差し支えない範囲内にて) 
 
 
 
 
 
 
 
 

電  話 
 
（    ） 
 

Ｆ Ａ Ｘ 
 
（    ） 
 

＊上記の申込書にご記入いただいた個人情報は、本事業にのみ利用させていただきます。 


